
 

 

学校支援地域本部［川内っ子を育てる会］について 

平成 26 年 8 月１２日 

 

 規約抜粋  

 

（名称） 

第１条 この会は、学校支援地域本部［川内っ子を育てる会］（以下「本会」

という。）と称する。 

 

（経緯と理念） 

第２条 本会設立の経緯と理念は以下のとおりとし、これを尊重する。 

  川内村は、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災とこれに伴う原子力災害に

よって、全村避難を余儀なくされる等有史以来の甚大な被害を受けた。村の復

興には、放射線への対応、人口減少や急激な高齢化の進展、地域コミュニティ

の維持、新たな産業の創造等多くの課題に同時並行的に対処するとともに、将

来にわたってその対策を継続していかなければならない。 

  この度の被災体験を乗り越え、想像力と創造力で子どもたちの夢と人間力

を育て、地域の復興に主体的、協働的に関わる人材を村総ぐるみで育成する。 

 

（目的） 

第３条 本会は、村の将来を担う子どもたちがふるさと創造学学習や体験活動

を通して、困難な事象に対する応用力、課題解決力、実践力を育み、周囲との

関わりのなかで自らの役割や生きる意味を考え、自らの人生を組み立て、地域

の復興や社会に貢献できる川内っ子を育成することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。 

 (1) 社会教育の推進を図る活動 

 (2) 保育園、小学校、中学校間及び地域、行政、企業、NPO、各種団体等多様

な主体との連携に係るコーディネート 

 (3) 学習支援活動に係るコーディネート 

 (4)  環境保全を図る活動 

 (5) 地域づくりや復興に関わる活動 

 (6) その他、川内っ子の健全な育成を図る活動 
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